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(57)【要約】
【課題】撮像装置によるライブビュー撮影モードでの撮
影中にフリッカを検出できるようにして、フリッカを低
減したフリッカレス撮影を可能にする技術を提供する。
【解決手段】撮像装置は、ファインダ撮影モードでは、
撮影光学系１１５を通過してミラー機構１０９で反射さ
れた後にファインダ光学系１０１，１０２を介して接眼
部１０５に導かれる光束の光量を測光手段１０３で測定
して、測定された光量に基づいてフリッカ検出処理を行
い、ライブビュー撮影モードでは、接眼部１０５から入
光する光束の光量を測光手段１０３で測定して、測定さ
れた光量に基づいてフリッカ検出処理を行うフリッカ検
出手段１１０を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ファインダ観察時に撮影光路に進入して撮影光学系を通過した光束を反射してファイン
ダ光学系を介して接眼部に導き、撮影時に前記撮影光路から退避して前記撮影光学系を通
過した光束を撮像手段に導くミラー機構と、
　前記撮像手段により光電変換された電気信号を画像信号に変換して、変換した画像信号
をライブビュー画像として表示部に表示する表示手段と、
　前記ファインダ光学系と前記接眼部との間に配置され、光束の光量を測定する測光手段
と、
　前記測光手段により測定した光量に基づいてフリッカ検出処理を行うフリッカ検出手段
と、
　ユーザ操作に応じて、前記接眼部を介して被写体を観察しながら撮影を行うファインダ
撮影モードと前記表示部に表示されるライブビュー画像を見ながら撮影を行うライブビュ
ー撮影モードとを切り替える切り替え手段と、を備え、
　前記フリッカ検出手段は、前記ファインダ撮影モードでは、前記測光手段により測定さ
れた、前記撮影光学系から前記ファインダ光学系を介して前記接眼部に導かれる光束の光
量に基づいて前記フリッカ検出処理を行い、前記ライブビュー撮影モードでは、前記測光
手段により測定された、前記接眼部から入光する光束の光量に基づいて前記フリッカ検出
処理を行うことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記フリッカ検出手段は、前記フリッカ検出処理に際して、前記ファインダ撮影モード
と前記ライブビュー撮影モードとで異なる設定値と閾値を用いて演算を行うことを特徴と
する請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記撮像装置の水平方向と垂直方向に対する傾斜量を検出する傾斜測定手段を備え、
　前記フリッカ検出手段は、前記ライブビュー撮影モードでは、前記傾斜測定手段から取
得した傾斜量に応じて前記フリッカ検出処理での演算のための設定値と閾値を変更するこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　環境光が入光する環境光取込部を備え、
　前記環境光取込部は、前記ファインダ撮影モードでは閉じて、環境光を遮光し、前記ラ
イブビュー撮影モードでは開いて、入光した環境光の光束は、前記ファインダ光学系を介
して前記測光手段に導かれることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の撮
像装置。
【請求項５】
　前記フリッカ検出手段は、前記ライブビュー撮影モードでは、前記フリッカ検出処理で
の演算のための設定値と閾値を変更することを特徴とする請求項４に記載の撮像装置。
【請求項６】
　ファインダ観察時に撮影光路に進入して撮影光学系を通過した光束を反射してファイン
ダ光学系を介して接眼部に導き、撮影時に前記撮影光路から退避して前記撮影光学系を通
過した光束を撮像手段に導くミラー機構と、前記ファインダ光学系と前記接眼部との間に
配置され、光束の光量を測定する測光手段と、備える撮像装置の制御方法であって、
　前記撮像手段により光電変換された電気信号を画像信号に変換して、変換した画像信号
をライブビュー画像として表示部に表示する表示ステップと、
　前記測光手段により測定した光量に基づいてフリッカ検出処理を行うフリッカ検出ステ
ップと、
　ユーザ操作に応じて、前記接眼部を介して被写体を観察しながら撮影を行うファインダ
撮影モードと前記表示部に表示されるライブビュー画像を見ながら撮影を行うライブビュ
ー撮影モードとを切り替える切り替えステップと、を備え、
　前記フリッカ検出ステップは、前記ファインダ撮影モードでは、前記測光手段により測
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定された、前記撮影光学系から前記ファインダ光学系を介して前記接眼部に導かれる光束
の光量に基づいて前記フリッカ検出処理を行い、前記ライブビュー撮影モードでは、前記
測光手段により測定された、前記接眼部から入光する光束の光量に基づいて前記フリッカ
検出処理を行うことを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の撮像装置の制御方法の各ステップをコンピュータに実行させることを
特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばデジタル一眼レフカメラ等の撮像装置におけるフリッカ検出技術の改
良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラ等の撮像装置では、撮像素子から読み出した撮像信号を表示用の画像信
号に逐次変換して表示部に出力するライブビュー機能を備えるものがある。特に、デジタ
ル一眼レフカメラでは、ライブビュー表示中は、ミラーアップ状態を保つ必要があるため
、ミラーダウン状態でのファインダ撮影モードと区別してライブビュー撮影モードとして
提供されている。
【０００３】
　ライブビュー撮影モードでは、撮影者に対してファインダに代えて撮影可能な画像を逐
次表示部に表示するため、一定周期（フレームレート）で撮影可能な画像を更新する必要
がある。
【０００４】
　ところで、蛍光灯等の明滅を繰り返す光源（フリッカ光源）下での撮影では、撮影画像
に明滅が写り込み、意図しない撮影結果が得られることがある。これは、撮影時刻とフリ
ッカ光源の位相との関係が一意に定まらないことが原因である。
【０００５】
　そこで、フリッカ光源の特定の位相を捉えて撮影を行い、撮影時刻とフリッカ光源の位
相の関係を一意に定めることで、フリッカ光源の影響を最小限に留めるフリッカレス撮影
が知られている。
【０００６】
　しかし、ファインダ撮影モードでは、ミラーで反射された光を周期的に測光してフリッ
カの周波数と位相を検出することができるので、フリッカ撮影が可能であるが、ライブビ
ュー撮影モードでは、ミラーを介さないため、フリッカレス撮影ができない。また、ライ
ブビュー撮影モードでは、フレームレートにより撮像素子を駆動させるため、撮像素子を
用いてファインダ撮影モードと同様の方法でフリッカを検出することは困難である。
【０００７】
　そこで、従来、ライブビュー撮影モードでのフリッカ光源の影響を避けるため、たとえ
ば、撮像素子を用いてライブビュー撮影を開始する前にフリッカ検出用の高速蓄積を行う
技術が提案されている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１３－４２２９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、上記特許文献１では、ライブビュー撮影の開始時にフリッカの検出ができたと
しても、ライブビュー撮影中にフリッカの状態が変化した場合には、対応することができ
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ない。また、ライブビュー撮影の開始時にフリッカを検出しなくても、ライブビュー撮影
中にフリッカが発生した場合には、フリッカを検出することができない。このため、ライ
ブビュー撮影モードでは、意図しないフリッカ光源の影響が含まれた画像が撮影されてし
まう。
【００１０】
　また、フリッカ光源の周波数が理想的に保たれていれは、ライブビュー撮影開始時のフ
リッカの検出結果を基にフリッカレス撮影を続けることが可能だが、現実的には、フリッ
カ光源の位相と撮影時刻の時間的なズレが生じる。このため、ライブビュー撮影開始時の
フリッカの検出結果を基にフリッカレス撮影を行うことは困難である。
【００１１】
　そこで、本発明は、撮像装置によるライブビュー撮影モードでの撮影中にフリッカを検
出できるようにして、フリッカを低減したフリッカレス撮影を可能にする技術を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明の撮像装置は、ファインダ観察時に撮影光路に進入
して撮影光学系を通過した光束を反射してファインダ光学系を介して接眼部に導き、撮影
時に前記撮影光路から退避して前記撮影光学系を通過した光束を撮像手段に導くミラー機
構と、前記撮像手段により光電変換された電気信号を画像信号に変換して、変換した画像
信号をライブビュー画像として表示部に表示する表示手段と、前記ファインダ光学系と前
記接眼部との間に配置され、光束の光量を測光する測光手段と、前記測光手段により測定
した光量に基づいてフリッカ検出処理を行うフリッカ検出手段と、ユーザ操作に応じて、
前記接眼部を介して被写体を観察しながら撮影を行うファインダ撮影モードと前記表示部
に表示されるライブビュー画像を見ながら撮影を行うライブビュー撮影モードとを切り替
える切り替え手段と、を備え、前記フリッカ検出手段は、前記ファインダ撮影モードでは
、前記測光手段により測定された、前記撮影光学系から前記ファインダ光学系を介して前
記接眼部に導かれる光束の光量に基づいて前記フリッカ検出処理を行い、前記ライブビュ
ー撮影モードでは、前記測光手段により測定された、前記接眼部から入光する光束の光量
に基づいて前記フリッカ検出処理を行うことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、撮像装置によるライブビュー撮影モードでの撮影中にフリッカを検出
することができるので、ライブビュー撮影モードにおいてもフリッカを低減したフリッカ
レス撮影が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】（ａ）は本発明の撮像装置の第１の実施形態であるデジタルカメラのファインダ
撮影モードでの概略側断面図、（ｂ）はライブビュー撮影モードでの概略側断面図である
。
【図２】デジタルカメラの側面図である。
【図３】デジタルカメラの駆動系を説明するブロック図である。
【図４】（ａ）は測光ユニットによるフリッカ光源の検出例を示すグラフ図、（ｂ）はフ
リッカ光源の明るさが最も大きくなった位相の演算例を説明するグラフ図である。
【図５】ライブビュー撮影モードにおけるカメラ本体の概略側断面図である。
【図６】デジタルカメラのフリッカレス撮影を行う際の動作を説明するフローチャート図
である。
【図７】（ａ）は通常撮影での時間と輝度と露出との関係を示すグラフ図、（ｂ）はフリ
ッカレス撮影での時間と輝度と露出との関係を示すグラフ図である。
【図８】図６のステップＳ６０２におけるライブビュー撮影モードに対応したフリッカ検
出の設定値・閾値の決定処理の詳細を説明するフローチャート図である。
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【図９】フリッカ光源に対するデジタルカメラの位置とファインダ逆入光の光量との関係
を説明する図である。
【図１０】本発明の撮像装置の第２の実施形態であるデジタルカメラのライブビュー撮影
モードでのカメラ本体の概略側断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。
【００１６】
　（第１の実施形態）
　図１（ａ）は本発明の撮像装置の第１の実施形態であるデジタルカメラのファインダ撮
影モードでの概略側断面図、図１（ｂ）はライブビュー撮影モードでの概略側断面図であ
る。図２は、デジタルカメラの側面図である。
【００１７】
　本実施形態のデジタルカメラは、図１（ａ）に示すように、カメラ本体１の正面側（被
写体側）に交換式のレンズ鏡筒２が着脱可能に装着されている。カメラ本体１とレンズ鏡
筒２とは、マウント接点１１２を介して電気的に接続され、これにより、カメラ本体１の
カメラ制御部１１０とレンズ鏡筒２のレンズ制御部１１３との間で通信が可能となってい
る。
【００１８】
　カメラ制御部１１０は、レンズ制御部１１３を介して撮影光学系を構成するレンズ群１
１５の光軸方向の位置調整と絞り１１４の制御を行う。カメラ制御部１１０は、不図示の
ＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭ等を有し、ＲＯＭに記憶されたプログラムやデータに従いＲＡ
Ｍを作業メモリとして用いて、カメラ全体の動作を制御する。レンズ制御部１１３も同様
に、不図示のＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭ等を有し、ＲＯＭに記憶されたプログラムやデー
タに従いＲＡＭを作業メモリとして用いて、レンズ鏡筒２の動作を制御する。
【００１９】
　図１（ａ）に示すファインダ撮影モードでは、被写体からの光束は、レンズ鏡筒２のレ
ンズ群１１５を通過して集光され、ファインダ観察時に撮影光路に進入してミラーダウン
状態となるミラー機構１０９のメインミラーで反射されてピント板１０１に照射される。
ピント板１０１は、ファインダ光学系を構成し、撮影可能な画像として光束が結像する位
置に配置される。ミラー機構１０９のメインミラーは、ハーフミラーで構成され、メイン
ミラーを通過した光束は、サブミラーで反射されてオートフォーカスユニット１１１に導
かれる。
【００２０】
　ペンタプリズム１０２は、ピント板１０１とともにファインダ光学系を構成し、ピント
板１０１に結像した撮影可能な画像を接眼レンズ１０４に導く。これにより、撮影者は、
接眼部１０５を通して接眼レンズ１０４を覗くことで、ピント板１０１に結像された画像
を観察することができる。測光ユニット１０３は、ピント板１０１の結像面から照射され
る光束を電気的信号に変換して、カメラ制御部１１０に出力する。カメラ制御部１１０は
、測光ユニット１０３からの電気信号に基づき、レンズ鏡筒２に入射する光量を測定して
デジタルカメラの制御量を演算する。
【００２１】
　オートフォーカスユニット１１１は、位相差検出方式のオートフォーカスセンサから構
成される。カメラ制御部１１０は、オートフォーカスユニット１１１からの焦点検出値か
らレンズ群１１５に含まれるフォーカシングレンズを合焦位置に合わせるための移動量を
演算し、演算結果に基づき、レンズ制御部１１３を介してフォーカスレンズの位置を調整
する。
【００２２】
　図１（ｂ）に示すライブビュー撮影モードでは、ミラー機構１０９は、撮影光路から退
避してミラーアップ状態となり、また、シャッタ１０７も、撮影光路から退避して撮像素
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子１０８が撮影光路に露出する。撮像素子１０８は、例えばＣＭＯＳセンサ等で構成され
、レンズ鏡筒２のレンズ群１１５を通過して結像した被写体像を光電変換する。また、カ
メラ本体１の背面側には、ＬＣＤ等で構成された表示部１０６が設けられ、表示部１０６
には、撮影画像やライブビュー画像の他に、デジタルカメラの設定値などが表示される。
【００２３】
　図２は、デジタルカメラの側面図である。図２に示すように、カメラ本体１には、レリ
ーズボタン２０１及びライブビューボタン２０２が設けられている。レリーズボタン２０
１が半押し操作されると、不図示の第１スイッチがオンし、レリーズボタン２０１が全押
し操作されると、不図示の第２スイッチがオンする。
【００２４】
　カメラ制御部１１０は、第１スイッチのオン信号に基づき、測光ユニット１０３とオー
トフォーカスユニット１１１から情報を取得し、カメラ本体１とレンズ鏡筒２に対して撮
影可能な画像に最適な制御量を演算する。カメラ制御部１１０は、撮影前にカメラ本体１
とレンズ鏡筒２の制御が必要であれば、演算した制御量を基にカメラ本体１とレンズ鏡筒
２の状態を変更する。また、カメラ制御部１１０は、第２スイッチのオン信号に基づき、
カメラ本体１とレンズ鏡筒２を撮影に最適な状態に制御し、ミラー機構１０９をミラーア
ップ動作させる。これにより、撮像素子１０８にて被写体光束の露光が行われ、撮影処理
が行われる。
【００２５】
　ライブビューボタン２０２が押し操作されると、カメラ制御部１１０は、図１（ａ）に
示すファインダ撮影モードと図１（ｂ）に示すライブビュー撮影モードとを切り替える。
図１（ｂ）に示すライブビュー撮影モードでは、前述したように、レンズ鏡筒２のレンズ
群１１５を通過した被写体光束が撮像素子１０８に結像し、撮像素子１０８は、結像した
被写体像を光電変換して電気信号に変換する。カメラ制御部１１０は、撮像素子１０８で
変換された電気信号を画像信号に変換して表示部１０６に表示する。これにより、表示部
１０６にライブビュー画像が表示される。
【００２６】
　ところで、ライブビュー撮影モードでは、撮影者が表示部１０６に表示されたライブビ
ュー画像を見ながら撮影を行うため、一定の周期（フレームレート）で逐次画像を更新す
る必要がある。フレームレートは、一般に５０Ｈｚや６０Ｈｚなどの標準規格に定められ
るが、１２０Ｈｚなどの標準とは異なる周期に設定されることもある。
【００２７】
　図３は、デジタルカメラの駆動系を説明するブロック図である。図３において、レンズ
駆動部３０２及び絞り駆動部３０１は、それぞれカメラ制御部１１０からの要求に応じて
レンズ制御部１１３により制御されることで、レンズ群１１５の光軸方向の位置調整と絞
り１１４の駆動を行う。
【００２８】
　ミラー駆動部３０３は、カメラ制御部１１０の要求に応じてミラー機構１０９を図１（
ａ）に示すミラーダウン位置と図１（ｂ）に示すミラーアップ位置とに駆動する。シャッ
タ制御部３０４は、カメラ制御部１１０の要求に応じてシャッタ１０７を図１（ａ）に示
す閉じ位置と図１（ｂ）に示す開き位置に駆動する。
【００２９】
　傾斜測定部３０５は、デジタルカメラの水平方向及び垂直方向に対する傾斜量を検出す
る。傾斜測定部３０５で検出する傾斜量は、常時更新され、カメラ制御部１１０は、必要
に応じて傾斜測定部３０５からデジタルカメラの傾斜量を取得することができる。
【００３０】
　信号処理部３０６は、撮像素子１０８から出力された電気信号を画像信号に変換し、変
換した画像信号に対して、例えば、画像信号の回転、拡張、縮小などの画像処理を行う。
信号処理部３０６の処理内容は、カメラ制御部１１０により設定・変更されるが、撮像素
子１０８から取得した電気信号に応じて信号処理部３０６で処理内容を設定・変更しても
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よい。信号処理部３０６で処理された画像信号は、ファインダ撮影モードであれば、撮影
後に表示部１０６に送られて撮影画像として表示され、同時に記録部３０７に撮影画像と
撮影情報が記録される。
【００３１】
　記録部３０７は、撮影に伴い信号処理部３０６から出力された画像信号を記録する。記
録部３０７には、書き換え可能な不揮発性メモリを適用することができる。また、記録部
３０７は、所定の方式で圧縮符号化された画像信号を記録することができる。
【００３２】
　撮像素子１０８は、カメラ制御部１１０の制御に従って電荷の蓄積が行われ、電荷また
は電荷をデジタル信号化した値を出力する。撮像素子１０８の電荷の蓄積方法・読み出し
方法としては、グローバルシャッタ方式やローリングシャッタ方式が知られている。
【００３３】
　グローバルシャッタ方式は、撮像素子１０８の全ての画素が一斉に電荷の蓄積を開始す
るため、同時刻の電荷の蓄積が行われるが、電荷の読出しに時間がかかる。一方、ローリ
ングシャッタ方式は、撮像素子１０８の一端の列から順に電荷の蓄積を開始し、電荷の読
出しを蓄積順に行うことで、短い読み出し時間が可能になる。
【００３４】
　上記構成のデジタルカメラにおいて、蛍光灯等の明滅を繰り返すフリッカ光源下で撮影
しようとした場合、グローバルシャッタ方式のＣＭＯＳセンサでは、意図しない明るさの
画像が撮影される。また、ローリングシャッタ方式のＣＭＯＳセンサでは、フリッカ光源
の明滅が縞模様となって画像に記録されることがある。
【００３５】
　フリッカ光源の影響を抑える方法として、撮影時刻とフリッカの位相との関係を一意に
定める方法が知られている。フリッカの特定の位相で撮影を行うことで、撮影結果が常に
同じ明るさとなり、フリッカ光源の影響を少なくすることができる。このような撮影方法
を一般的にフリッカレス撮影といい、フリッカレス撮影を行うためにはフリッカ光源の周
波数と位相を検出する必要がある。
【００３６】
　ファインダ撮影モードでは、図１（ａ）に示すように、測光ユニット１０３に環境光が
入り込むため、測光ユニット１０３によって逐次フリッカ光源の周波数と位相を検出する
ことができる。
【００３７】
　図４（ａ）は測光ユニット１０３による５０Ｈｚのフリッカ光源の検出例を示すグラフ
図、図４（ｂ）はフリッカ光源の明るさが最も大きくなった位相の演算例を説明するグラ
フ図である。
【００３８】
　カメラ制御部１１０は、図４（ａ）に示すように、測光ユニット１０３を用いて１．６
６７ｍｓに調整された周期でフリッカ光源の変化を２周期分（１２回）測定する。これよ
り、蓄積開始時から何回目の測定結果が最も明るくなったかを検出することができる。
【００３９】
　そして、カメラ制御部１１０は、検出した測定点と測定点の前後の想定点の３点より補
間計算を行うことで、図４（ｂ）に示すように、最も明るさが大きくなった位相を演算す
ることができる。また、カメラ制御部１１０は、フリッカ光源の周期性より、１周期ごと
の測定点の差分を取ることで、フリッカ光源の周期を判別することができる。
【００４０】
　具合的には、図４（ａ）に示す５０Ｈｚのフリッカ光源の場合、第１の測定点と第７の
測定点の差分はほぼゼロである。同様に、第２測定点と第８測定点、第３測定点と第９測
定点……のように順に差分をとり、差分の合計値を演算する。
【００４１】
　このとき、フリッカ光源が５０Ｈｚであれば、差分の合計値は、ゼロに近い値が算出さ
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れるはずであるが、フリッカ光源が６０Ｈｚであれば、大きな差分値が得られることにな
る。これにより、フリッカ光源の周期が５０Ｈｚであると判別することができる。ファイ
ンダ撮影モードでの、このようにしてフリッカを検出することが可能である。
【００４２】
　一方、ライブビュー撮影モードでは、撮像素子１０８に光束が結像するため、撮像素子
１０８にてフリッカを検出する必要がある。しかし、ライブビュー撮影モードでは、表示
部１０６に一定のフレームレートで画像信号を表示する必要があるため、フリッカの検出
のために撮像素子１０８をファインダ撮影モードのフリッカ検出方法と同様の検出方法で
動作させることができない。
【００４３】
　図５は、ライブビュー撮影モードにおけるカメラ本体１の概略側断面図である。図５に
示すように、ライブビュー撮影モードでは、ミラー機構１０９がミラーアップ状態で撮影
光路から退避しているため、測光ユニット１０３への光束が遮光されているが、接眼部１
０５は遮光されていない。
【００４４】
　このため、接眼部１０５から入射する光束は、ペンタプリズム１０２の反射を通して測
光ユニット１０３に照射されることになる。これをファインダ逆入光といい、上部からの
フリッカ光源５０１（図９参照）による光束が測光ユニット１０３に照射されるため、フ
リッカの検出を行うことが可能となる。
【００４５】
　本実施形態では、ライブビュー撮影モードにおいては、接眼部１０５から入射してペン
タプリズム１０２を介して測光ユニット１０３に照射されたファインダ逆入光の光量に基
づき、フリッカの検出を行うことで、フリッカレス撮影を可能とする。以下、詳細に説明
する。
【００４６】
　図６は、デジタルカメラのフリッカレス撮影を行う際の動作を説明するフローチャート
図である。図６の各処理は、カメラ制御部１１０のＲＯＭ等に記憶されたプログラムがＲ
ＡＭに展開されてＣＰＵにより実行される。
【００４７】
　図６において、ステップＳ６０１では、カメラ制御部１１０は、ミラー機構１０９がミ
ラーダウン状態かミラーアップ状態かを判定する。そして、カメラ制御部１１０は、ミラ
ー機構１０９がミラーアップ状態であれば、ライブビュー撮影モードと判断して、ステッ
プＳ６０２に進み、ミラー機構１０９がミラーダウン状態であれば、ファインダ撮影モー
ドと判断して、ステップＳ６０３に進む。
【００４８】
　ステップＳ６０２では、カメラ制御部１１０は、ライブビュー撮影モードに対応したフ
リッカ検出の設定値・閾値を決定し、ステップＳ６０４に進む。なお、ライブビュー撮影
モードに対応したフリッカ検出の設定値・閾値の決定処理の詳細については、図８を用い
て後述する。ステップＳ６０３では、カメラ制御部１１０は、ファインダ撮影モードに対
応したフリッカ検出の設定値・閾値を決定し、ステップＳ６０４に進む。
【００４９】
　ステップＳ６０４で、カメラ制御部１１０は、ステップＳ６０２又はステップＳ６０３
で決定したフリッカ検出の設定値・閾値を用いてフリッカ検出処理を行い、フリッカの周
波数と輝度値のピークタイミングを算出して、ステップＳ６０５に進む。
【００５０】
　ステップＳ６０５では、カメラ制御部１１０は、レリーズボタン２０１が半押し操作さ
れている場合、又は操作されていない場合は、ステップＳ６０１に戻り、レリーズボタン
２０１が全押し操作された場合、ステップＳ６０６に進む。
【００５１】
　ステップＳ６０６では、カメラ制御部１１０は、ユーザ操作によりフリッカレス撮影が
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設定されているか否かを判定し、フリッカレス撮影が設定されている場合は、ステップＳ
６０７に進み、設定されていない場合は、ステップＳ６０８に進む。
【００５２】
　ステップＳ６０７では、カメラ制御部１１０は、ステップＳ６０４でのフリッカの検出
処理でフリッカが検出されなかった場合は、ステップＳ６０８に進み、フリッカが検出さ
れた場合は、ステップＳ６０９に進む。
【００５３】
　ステップＳ６０８では、カメラ制御部１１０は、撮影モードに応じた通常撮影を行い、
処理を終了する。ステップＳ６０９では、カメラ制御部１１０は、撮影モードに応じたフ
リッカレス撮影を行い、処理を終了する。フリッカレス撮影では、ステップＳ６０４で検
出したフリッカの周波数と輝度値が最も大きくなるピークタイミングを基に、撮影タイミ
ングを調整する。
【００５４】
　図７（ａ）は通常撮影での時間と輝度と露出との関係を示すグラフ図、図７（ｂ）はフ
リッカレス撮影での時間と輝度と露出との関係を示すグラフ図である。
【００５５】
　図７（ａ）に示す通常撮影では、フリッカ光源の明滅を考慮せずに撮影を行うため、撮
影を行ったタイミング（斜線部）で意図しない明暗が入り込んでしまう。一方、図７（ｂ
）に示すフリッカレス撮影では、輝度のピークタイミングが撮影の中心となるように考慮
して撮影するため、意図しない明滅の入り込む量を最小限にすることができる。
【００５６】
　図８は、図６のステップＳ６０２におけるライブビュー撮影モードに対応したフリッカ
検出の設定値・閾値の決定処理の詳細を説明するフローチャート図である。図９は、フリ
ッカ光源５０１に対するデジタルカメラの位置とファインダ逆入光の光量との関係を説明
する図である。
【００５７】
　図８において、ステップＳ８０１で、カメラ制御部１１０は、傾斜測定部３０５により
検出されたデジタルカメラの水平・垂直方向に対する傾斜量を取得し、ステップＳ８０２
に進む。
【００５８】
　ここで、図９に示すように、デジタルカメラの上方に取り付けられたフリッカ光源５０
１のデジタルカメラに対するファインダ逆入光の光量は、デジタルカメラの傾斜によって
異なっている。即ち、デジタルカメラが上方に向けられていた場合、接眼部１０５が下方
を向くため、ファインダ逆入光の光量は少なくなり、デジタルカメラが下方に向けられて
いた場合、接眼部１０５は上方を向くため、ファインダ逆入光の光量は大きくなる。
【００５９】
　ステップＳ８０２では、カメラ制御部１１０は、ステップＳ８０１で取得したデジタル
カメラの傾斜量に応じたファインダ逆入光の光量を考慮して、測光ユニット１０３による
フリッカ検出の設定値と閾値を決定し、ステップＳ８０３に進む。ここで決定する閾値に
ついては、デジタルカメラが真下を向くときの閾値を最も大きくし、デジタルカメラが真
上を向くときの閾値を最も小さくなるように決定し、それ以外では、デジタルカメラの傾
斜量に応じて中間値を算出する。
【００６０】
　ステップＳ８０３では、カメラ制御部１１０は、図６のステップＳ６０４において前回
処理でフリッカが検出されていたか否かを判別し、検出されていなければ、設定値・閾値
決定処理を終了し、検出されていれば、ステップＳ８０４に進む。
【００６１】
　ステップＳ８０４では、フリッカ検出状態を維持しやすくするため、カメラ制御部１１
０は、ステップＳ８０２で算出した閾値を低くなるように再計算して変更し、処理を終了
する。
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【００６２】
　以上説明したように、本実施形態では、デジタルカメラによるライブビュー撮影モード
での撮影中に接眼部１０５を介して測光ユニット１０３でフリッカを検出することができ
る。これにより、ライブビュー撮影モードにおいてもフリッカを低減したフリッカレス撮
影が可能になる。
【００６３】
　（第２の実施形態）
　次に、図１０を参照して、本発明の撮像装置の第２の実施形態であるデジタルカメラに
ついて説明する。図１０は、ライブビュー撮影モードでのカメラ本体の概略側断面図であ
る。なお、上記第１の実施形態と重複する部分については、同一符号を付して説明する。
【００６４】
　本実施形態では、ライブビュー撮影モードにおいて、接眼部１０５を介したファインダ
逆入光以外にも環境光を測光ユニット１０３に照射するため、カメラ本体１の上部に環境
光が入光する環境光取込部６０１を設けている。環境光取込部６０１は、カメラ制御部１
１０の制御により不図示の開閉駆動部を駆動することで開閉される。
【００６５】
　環境光取込部６０１は、ファインダ撮影モードでは、閉じられて遮光されおり、ペンタ
プリズム１０２には光が入り込まないようになっている。ライブビューボタン２０２が押
し操作されて、ファインダ撮影モードからライブビュー撮影モードに切り替わると、カメ
ラ制御部１１０は、ミラー機構１０９を撮影光路から退避させるとともに、環境光取込部
６０１を開口する。環境光取込部６０１が開口すると、環境光がファインダ光学系を構成
するペンタプリズム１０２やピント板１０１により反射され、測光ユニット１０３に照射
されるようになる。
【００６６】
　そして、カメラ制御部１１０は、接眼部１０５及び環境光取込部６０１を介して測光ユ
ニット１０３に照射された環境光の光量を基に、フリッカ検出を行う。なお、環境光取込
部６０１を設けたことにより、上記第１の実施形態のファインダ逆入光の光量より大きい
光量が得られるため、図８のステップＳ８０２では、上記第１の実施形態と異なるフリッ
カ検出の設定値と閾値を算出する。その他の構成、及び作用効果は、上記第１の実施形態
と同様である。
【００６７】
　なお、本発明は、上記各実施形態に例示したものに限定されるものではなく、本発明の
要旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。
【００６８】
　例えば、上記実施形態では、撮像装置として、主として静止画像を撮影するデジタルカ
メラを例示したが、フリッカレス撮影の機能を有する撮像装置であれば、特に限定されな
い。
【００６９】
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、本発明は、
上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムをネットワーク又は記憶媒体を介し
てシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける１つ以上の
プロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、１以上の機
能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【符号の説明】
【００７０】
１　カメラ本体
２　レンズ鏡筒
１０１　ピント板
１０２　ペンタプリズム
１０３　測光ユニット
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１０５　接眼部
１０６　表示部
１０８　撮像素子
１０９　ミラー機構
１１０　カメラ制御部
１１５　レンズ群
２０２　ライブビューボタン
３０６　信号処理部
６０１　環境光取込部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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